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（第５回総合福祉部会）「障害者総合福祉法」（仮称）の論点についての意見 

（財）全日本ろうあ連盟    

 

分野 A 法の理念・目的・範囲 

項目 A-１ 法の名称 

論点 A-１-１） 法の名称についてどう考えるか？ 

○結論 

 

「障害者権利保障法」 

 

 

○理由 

 

障害者の権利を保障する法律が必要である。 

 

 

項目 A-２ 誰の何のため 

論点 A-２-１） そもそも、この総合福祉法は、誰の何のためにつくるのか？ 

○結論 

 

障害者が人間として幸福に生きるために様々の権利が平等に保障されることをめざしてい

る 

 

○理由 

 

障害者がこの法律をもとに自らの生存権や基本的人権の保障を実現できるものでありたい 

 

 

 

論点 A-２-２） 憲法、障害者基本法等と「総合福祉法」との関係をどう考えるか？ 

○結論 

 

憲法に基づいた障害者基本法で障害者の人間としての尊厳や対等平等の権利が謳われ、総合

福祉法により、具体的な福祉の付与を主張できる関係 

 

○理由 

 

障害者の権利を保障する実効性のある法律は今まで存在しなかった。権利条約により、真に

実効性のある法律としたい。 
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項目 A-３ 理念規定 

論点 A-３-１） 障害者権利条約の「保護の客体から権利の主体への転換」「医学モデルか

ら社会モデルへの転換」をふまえた理念規定についてどう考えるか？ 

○結論 

 

その通りであり、理念規定を盛り込むべきである。 

 

○理由 

 

一個の人間として権利の主体であり、また、障害者を尊ぶ社会を実現させなければならない。 

 

 

論点 A-３-２） 推進会議では「地域で生活する権利」の明記が不可欠との確認がされ、推

進会議・第一次意見書では「すべての障害者が、自ら選択した地域において自立した生活

を営む権利を有することを確認するとともに、その実現のための支援制度の構築を目指

す」と記された。これを受けた規定をどうするか?  

○結論 

 

「地域で生活する権利」は対等なコミュニケーションの権利が確立されていることが前提で

あり、それなくして「地域生活権」の保障はない。そのためにはコミュニケーション支援

制度の明確な位置づけと財政投資が必要である。 

 

○理由 

 

現状においてもコミュニケーション支援事業は内容も規模も財政投資も一番遅れている分

野である。「地域生活権」が画餅に陥ってはならない。 

 

 

論点 A-３-３） 障害者の自立の概念をどう捉えるか？その際、「家族への依存」の問題を

どう考えるか？ 

○結論 

 

対等で人間的なコミュニケーションの権利や諸権利を保障した社会環境が障害者の自立を

促す。成長に沿った生涯にわたっての権利保障の道筋が「家族への依存」を不要とする。 

 

○理由 

 

自由で十分なコミュニケーション環境が整備されることにより能力を発揮し活躍する聴覚

障害者の生きざまを通して「自立」「家族依存」が社会環境にあることを痛感する。 
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項目 A-４ 支援（サービス）選択権を前提とした受給権 

論点 A-４-１） 「地域で生活する権利」を担保していくために、サービス選択権を前提と

した受給権が必要との意見があるが、これについてどう考えるか？ 

○結論 

 

サービス選択権は聴覚のみの障害者にとっては特に必要とはしない。手話通訳者の設置や派

遣が社会制度としておこなわれている現在、固有の手話通訳サービスの選択権はかえって

混乱や手話通訳事業の発展への弊害を招くことになる。 

 

○理由 

 

「いつでもどこでもどんなときでも」派遣できる手話通訳制度を求めている。そのために「ポ

ストの数ほどの手話通訳者」を養成してきた。今後も聴覚障害者のためのみならず、手話

通訳を必要とする国民全体のためのコミュニケーション保障制度を目指したい。 

 

論点 A-４-２） 条約第 19 条の「特定の生活様式を義務づけられないこと」をふまえた規

定を盛り込むか、盛り込むとしたらどのように盛り込むか？ 

○結論 

 

社会環境の整備が十分ではない現状において自己選択・自己決定が厳しい現実の中で、｢特

定の生活様式を義務づけられない｣ことが本人の不利益につながることになるのであれば

盛り込まないほうが良い。 

 

○理由 

 

「特定の生活様式」を求めるか否かは自己選択・自己決定による。多面的で豊富な支援の方

策の充実が前提条件である。 

 

 

論点 A-４-３）  障害者の福祉支援（サービス）提供にかかる国ならびに地方公共団体の役

割をどう考えるか？ 

○結論 

 

国ならびに地方自治体の役割は極めて重要。役割を十分に発揮してほしい。 

 

○理由 

 

地方に委ねる考え方はすでに地域生活支援事業で大きな地域格差を発生させている。基本的

なガイドラインと財源を国が用意し地方公共団体を指揮監督をすることを求める。 
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項目 A-５ 法の守備範囲 

論点 A-５-１） 「総合福祉法」の守備範囲をどう考えるか？福祉サービス以外の、医療、

労働分野、コミュニケーション、また、障害児、高齢者の分野との機能分担や（制度の谷

間を生まない)連携について推進会議の方向性に沿った形でどう進めていくか？ 

○結論 

 

コミュニケーション支援の守備範囲は広く、また、コミュニケーションは双方向のため障害

者のみを対象とすることに無理が生じる。コミュニケーションに困難をもつ国民の権利を

保障するものでありたい。 

 

○理由 

 

医療・労働・教育・福祉などあらゆる分野でコミュニケーション保障が必要であり、それを

確実にする法律であってほしい。 

 

 

論点 A-５-２） 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法、そ

の他の既存の法律のあり方、並びに総合福祉法との関係についてどう考えるか？ 

○結論 

 

既存の法律は現状にそぐわない部分もあり、新法制定に合わせた見直しや統合廃止をおこな

う。 

 

○理由 

 

新法の障害の範囲拡大などにより、既存の法律が対応できなくなることが考えられる。 

 

 

 

項目 A-６ その他 

論点 A-６-１） 「分野 A 法の理念・目的・範囲」についてのその他の論点及び意見 

○結論 

 

 

 

 

○理由 
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分野 B 障害の範囲 

項目 B-１ 法の対象規定 

論点 B-１-１） 推進会議では、障害の定義について、「社会モデルに立った、制度の谷間

を生まない定義とする」ことが確認されている。これをふまえた、「総合福祉法」におけ

る障害の定義や支援の対象者に関する規定をどう考えるか？ 

○結論 

 

 

 

 

○理由 

 

 

 

 

論点 B-１-２） 「自立支援法」制定時の附則で示されていた「発達障害、 高次脳機能障

害、難病（慢性疾患）」等も含みこんだ規定をどうするか？制限列挙で加えるのか、包括

的規定にするのか？ 

○結論 

 

包括的規定 

 

 

○理由 

 

支援を求める全ての障害者にとって必要な法律としたい。 

 

 

項目 B-２ 手続き規定 

論点 B-２-１） 障害手帳を持たない高次脳機能障害、発達障害、難病、軽度知的、難聴な

どを有する者を排除しない手続き規定をどう考えるか？ 

○結論 

 

 

 

 

○理由 
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項目 B-３ その他 

論点 B-３-１） 「分野 B 障害の範囲」についてのその他の論点及び意見 

○結論 

 

 

 

 

○理由 

 

 

 

 

 

分野 C 「選択と決定」（支給決定） 

項目 C-１  

論点 C-１-１） 「必要な支援を受けながら、自らの決定・選択に基づき、社会のあらゆる

分野の活動に参加・参画する」（意見書）を実現していくためには、どういう支援が必要

か？また「セルフマネジメント」「支援を得ながらの自己決定」についてどう考えるか？ 

○結論 

 

対等で自由なコミュニケーションが自らの決定・選択を促し社会への参加を導く。コミュニ

ケーション支援が肝要である。 

 

○理由 

 

 

 

 

論点 C-１-２） 障害者ケアマネジメントで重要性が指摘されてきたエンパワメント支援に

ついてどう考えるか？また、エンパワメント支援の機能を強化するためにはどういった方

策が必要と考えるか？ 

○結論 

 

エンパワーメント支援もコミュニケーション環境が求められている。 

 

 

○理由 
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論点 C-１-３） ピアカウンセリング、ピアサポートの意義と役割、普及する上での課題に

ついてどう考えるか？ 

○結論 

 

 

 

 

○理由 

 

 

 

 

 

論点 C-１-４） 施設・病院からの地域移行や、地域生活支援の充実を進めていく上で、相

談支援の役割と機能として求められるものにはどのようなことがあるか？その点から、現

状の位置づけや体制にはどのような課題があると考えるか？ 

○結論 

 

地域移行や地域生活支援の充実の前提は本人意思確認の制度にあり、相談支援事業所の専門

性の向上充実が求められる。相談支援事業所の役割が重要な割に国の位置付けが弱いので

強化すべきである。 

 

 

○理由 

 

地域生活支援事業の必須事業であるが、専門職員を配置する人件費の補助にはほど遠い現実

がある。 

 

 

項目 C-２ 障害程度区分の機能と問題点 

論点 C-２-１） 現行「自立支援法」の支給決定についてどう評価し、どういう問題点があ

ると考えるか？また、その中で「障害程度区分」の果たした機能と、その問題点について

どう考えるか？ 

○結論 

 

障害程度区分調査において重度重複聴覚障害者（精神や知的障害を併せ持つ聴覚障害者）の

調査や判定が専門的な知識もなく行われ、正当な障害程度区分にならないことがある。 

 

○理由 

 

調査員の研修が不足している。手話技能を有する人材が乏しい。 
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論点 C-２-２） 「障害程度区分」と連動している支援の必要度及び報酬と国庫負担基準に

ついてどう考えるか？特に、今後の地域移行の展開を考えた際に、24 時間の地域でのサポ

ート体制（後述）が必要となるが、そのための財源調整の仕組みをどう考えるか？ 

○結論 

 

グループホーム、ケアホームが極端に不足しており、また日中活動の場も不十分である。大

幅な財政出動が必要である。 

 

 

○理由 

 

「住む場所」｢活動の場｣なくして地域移行できない。 

 

 

項目 C-３ 「選択と決定」（支給決定）プロセスとツール 

論点 C-３-１） 第 3回推進会議では、障害程度区分の廃止とそれに代わる協議・調整によ

る支給決定プロセスのための体制構築についての議論がなされた。これらの点についてど

う考えるか？ 

○結論 

 

 

 

 

○理由 

 

 

 

 

論点 C-３-２） 「障害程度区分」廃止後の支給決定の仕組みを考える際に、支給決定に当

たって必要なツールとしてどのようなものが考えられるか？（ガイドライン、本人中心計

画等） 

○結論 

 

相談支援専門員による「サービス利用計画」によりサービス量を本人本位に調整する。 

 

 

○理由 

 

今まで相談支援事業所が中立的な立場で「サービス利用計画」を作成し評価を得ている。 
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論点 C-３-３） 支給決定に当たって自治体担当者のソーシャルワーク機能をどう強化する

か？ 

○結論 

 

専門性を高めるための諸取り組みが求められる。困難ケースに立ち向かう強じんな精神力を

身につけていただきたい。また、必要な数のケースワーカーを配置されたい。 

 

 

○理由 

 

人員削減で市役所から相談支援事業所へのケースのまる投げが最近目立つ。公務労働の重要

な役割を再認識し必要な職員配置に努められたい。 

 

 

 

 

論点 C-３-４） 推進会議でも、不服審査機関の重要性が指摘されているが、どのような不

服審査やアドボカシーの仕組みが必要と考えられるか？  

○結論 

 

本人の意思を相談支援事業所などが代行して行われるシステムも必要 

 

 

○理由 

 

障害者の権利を擁護する機関が障害者の身近な所に存在しないと権利が保障されない。 

 

 

項目 C-４ その他 

論点 C-４-１） 「分野 C 「選択と決定」（支給決定）」についてのその他の論点及び意見 

○結論 

 

 

 

 

○理由 

 

 

 

 


